
◆「起業希望者」が急激に減少

◆高齢経営者の約半数が「事業承継の準備不十分」

◆増加する休廃業・解散の原因

◆第三者への承継支援策と廃業対策

深刻化する中小企業の「事業承継」「廃業」

「労働時間法制の見直し」をめぐる最近

の動向

◆「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入？

◆中小企業の残業代割増率が引き上げられる？

平成 年 月号

政府が閣議決定した中小企業白書（ 年度版）で、

経営者の高齢化と後継者不足が深刻化している状況が

明らかになりました。

また、近年、起業を希望する人を示す「起業希望者」

の数が 万人台から 万人台に半減し、急激に減少

している一方、起業家数は大きく変化しておらず、毎年

～ 万人の起業家が誕生していることがわかりまし

た。

事業承継の形態は、内部昇格や外部からの招聘等、親

族以外の第三者への承継割合が増加しているようです。

後継者の育成期間には「３年以上必要」と考えている

経営者は８割以上に上りましたが、「経営者の年齢別事

業承継の準備状況」を見ると、 代で約６割、 代で

約５割、 代で約４割が、後継者がいないなど事業を

引き継ぐ準備ができていないことがわかりました。

近年、休廃業・解散の件数も増加していますが、廃業

を決断した理由として最も多かったのが、「経営者の高

齢化、健康（体力・気力）の問題」（ ％）であり、

以下、「事業の先行きに対する不安」（ ％）、「主要な

販売先との取引終了（相手方の倒産、移転のケース含

む）」（ ％）が続いています。

これらの結果を受けて、政府は、第三者への承継支援

策と廃業対策を進めていくとしています。

第三者への承継の支援策としては、外部に後継者を求

める中小企業・小規模事業者に配慮し、高い事業意欲の

ある人材を確保し、後継者ニーズのある企業とマッチン

グさせるとともに、長期的にフォローアップしていくと

しています。

廃業対策としては、（１）廃業に関する基本的な情報

提供、（２）匿名性に配慮した専門家支援（電話相談）、

（３）小規模企業共済制度のさらなる普及・拡大を図る

としています。

安倍政権が成長戦略の策定や改革実現のために設置

した日本経済再生本部の下に設けられた「産業競争力会

議」では、「ホワイトカラー・エグゼンプション」（以下、

「WE」という）の導入が検討されています。

WE については、2006年に規制緩和策の中に盛り込ま

れ、2007 年に法案提出の動きがありましたが、与党内

でも導入を懸念する声があり見送られたという経緯が

あります。

現在、安倍政権の成長戦略に盛り込むことが検討され

ていますが、長時間労働を助長させるものとして反対す

る声も多くあり、先行きは不透明です。

2010 年４月に施行された改正労働基準法により、従
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業員数 300 名以上の企業の１カ月の時間外労働時間が

60 時間を超えた場合の割増賃金の割増率は 50％以上と

されていますが、中小企業については適用を猶予し、３

年をめどに改めて適否を議論することとされていまし

た。

このほど、政府は中小企業についても割増率を引き上

げる検討に入り、2015 年の通常国会に労働基準法の改

正案を提出し、2016 年４月からの施行を目指すとの報

道がなされました。

割増率が引き上げられれば、企業の人件費負担が増す

可能性がありますが、運送業のように残業時間を減らし

にくい業種については、助成金等の措置も検討するとさ

れています。

上記の産業競争力会議では、WE のほかに「配偶者控

除の廃止」等、企業や従業員の生活に大きな影響を及ぼ

す事項が検討されていますが、またこの他に、「法令の

主旨を尊重しない企業の取締りの強化」も検討されてい

ます。

具体的には、ハローワークの求人票に従業員の定着率

や残業時間数の記載を求めたり、労働基準監督署の人員

を増強したりすること等が挙げられています。

企業としては、今後もこれらの動きに注意を払ってお

く必要があるでしょう。

現在、国会で審議中の改正労働安全衛生法案に「スト

レスチェック制度の義務付け」（従業員 人以上の企

業が対象）が盛り込まれているのはご承知のことと思い

ます。

このストレスチェックの内容は、下記の９項目につい

て直近１カ月間の状態が「ほとんどなかった」「ときど

きあった」「しばしばあった」「ほとんどいつもあった」

のいずれに該当するかを労働者が回答し、その回答から

判断される方法がベースになるようですが、今後、項目

の変更や追加の可能性もあります。

（１）ひどく疲れた

（２）へとへとだ

（３）だるい

（４）気が張りつめている

（５）不安だ

（６）落ち着かない

（７）ゆううつだ

（８）何をするのも面倒だ

９）気分が晴れない

これらの質問に答えるだけでメンタル不調に該当す

るか否かを判断できるのか、甚だ疑問ではありますが、

この９項目は旧労働省の委託研究を経て公開されたも

のであり、現在すでに使用されている「職業性ストレス

簡易調査票」の一部に該当するものです。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントによる

メンタルヘルス対策プログラム（アドバンテッジ ）

の利用実績データ（ 年に約 万人が利用）の分

析結果によると、職場のストレスについて、下記の傾向

が明らかになったそうです。

・高ストレス者の割合は３年連続で増加

・年代別では「 ～ 歳」で高ストレス者の割合が高

い

・男性のストレス要因は「心理的サポート不足」「仕事

の量・質」

・女性のストレス要因は「意見尊重の風土」がトップ

改正法案の成立後、今以上にきめ細かなメンタルヘル

ス対策が求められることになりますので、これらの傾向

も参考にしながら、自社における課題を明らかにしてお

く必要があるでしょう。
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◆「働き過ぎ対策」の検討

「ストレスチェック」の内容と職場ストレ
スに関する最近の動向

◆「ストレスチェック」の具体的内容

◆これだけで本当にチェック可能

◆職場のストレスの傾向は？

50

EAP

2013 24

25 29

!?

人事労務に関する手続き・ご相談・お問い合わせは…

チコ労務管理事務所
    


	Page 1
	Page 2

